
仕様書

１ 調達の名称

自治体中間サーバ接続端末用パソコン等（二期）

２ 調達機器の数量及び技術仕様

⑴ 調達機器の数量 

調達数量を以下に示す。なお、すべて同一の機種とし、中古品は認めな

い。 

調達機器 数量 

ノートパソコン 90 台

IC カードリーダ／ライタ装置 90 個

⑵ 調達機器の技術仕様 

ア ノートパソコン 

仕様 

OS Windows 10 Professional(64bit 版）正規版（日本語版）

であること。 

CPU インテル® CoreTM i5-1135G7 Processor 以上であるこ

と。 

・コア数：4 

・スレッド数：8 

・最大周波数：4.20GHz 

・キャッシュ：8MB 

メモリ 8GB 以上であること。 

解像度 FULL HD 1920x1080 ドット以上に対応すること。 

表示色 1,677 万色以上であること。 

HDD Serial/ATA 500GB 以上であること。SSD の同等品以上も

可。 

USB 原則として USB2.0 又は USB3.0 の空きを 4 ポート以上有



すること（USB ハブや変換器を使用して 4 ポート以上を

確保することも可能とする。その際は USB ハブや変換器

をあわせて納品すること。）。 

なお、USB ポートは以下の用途で使用する。 

 ・マウス 

 ・IC カードリーダ/ライタ 

 ・プリンター 

 ・USB メモリ接続用 

マウス ホイールマウス（光学式、レーザ式又は青色 LED 式）で

あること。ワイヤレスマウスは不可。 

キーボード 日本語 108 もしくは 109 であること。 

画面サイズ 15.6 インチ以上であること。 

LAN 有線 LAN ポートを１以上標準で有すること。 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替対応である

こと。 

電源 AC100V、50Hz/60Hz に対応していること。 

筐体 セキュリティワイヤを取り付けるためのセキュリティ

スロットを有すること。 

機器保守 リース期間中、ハードウェアに対する故障に対して土、

日、祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く毎日 9

時～17 時の翌営業日以内に訪問修理を行うこと。また、

ハードディスク障害発生時は、新規ディスクへの交換を

実施し、障害ディスクは本市に引き渡すこととする。な

お、使用する言語は日本語に限る。 

その他 RoHS 指令(EU)適合、国際エネルギースタープログラム適

合であること。 

納入時の状態に復元可能なリカバリ用媒体を一式添付

すること（台数分は必要ない）。 

初期設定 パソコンの設定および調整は別途本市が委託する業者



が行うので必要ないが、正常に一体として最良の状態で

機能しない場合、受注者が原因究明に協力すること。 

イ IC カードリーダ／ライタ装置 

(ア) 仕様

非接触 IC ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰﾗｲﾀｰ PaSoRi RC-S380/S ソニー（株）製

※上記のものまたはこれと同等のもの

(イ) 同等品条件

仕様 

対応 株式会社ソリトンシステムズの SmartOn ID に対応して

いること。 

規格 非接触型で Felica に対応していること。 

外形寸法 ケーブル部を除く寸法が約 60(W)×110(D)×11(H)mm 程

度であること。 

インタ フェ

ース 

USB2.0 または USB3.0 によりパソコンと接続可能である

こと。 

電源供給 USB から電源供給できること。なお、AC アダプタから電

源供給は不可とする。 

動作環境 以下の環境で動作可能であること。 

Ａ ＯＳ 

・Windows 10(32bit 版） 

Ｂ Web ブラウザ 

・Microsoft Edge 

３ リース期間

令和３年 12 月 1 日から令和８年 11 月 30 日まで。 

４ 納入・検査場所

札幌市菊水分庁舎（札幌市白石区菊水１条３丁目１－５） 



５ 留意事項

⑴ 納入日時、納入場所の詳細等については、事前に担当課と打合せを行う

こと。 

⑵ エレベータを長時間占有することがないよう計画的に搬入すること。 

⑶ ノートパソコンは、段ボール等で梱包された状態のままとすること。 

⑷ 必要に応じて器物破損防止のために養生すること。 

⑸ 借入期間満了後における借入機器等の買取り又は再リースについて、別

途協議することができる。 

６ 納入期限

令和３年 11 月 30 日までに納入を終え、本市の確認を受けること。 

７ その他

借受期間満了後における借受物品の処分について、本市と必ず協議するこ

と。 


